
ケアハウス佐久だいら　　料金表　　　　単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年１０月１日　改定

段階 対象収入による階層区分 A　事務費 B　生活費
C　管理費
（居室費）

D　（A+B+C）
合計

～ 100,500

2 1,500,001～1,600,000 13,000 83,500 ～ 103,500

1 1,500,000以下 10,000

44,500
26,000

～
46,000

80,500

3 1,600,001～1,700,000 16,000 86,500

5 1,800,001～1,900,000 22,000 92,500 ～ 112,500

～ 106,500

4 1,700,001～1,800,000 19,000 89,500 ～ 109,500

7 2,000,001～2,100,000 30,000 100,500 ～ 120,500

6 1,900,001～2,000,000 25,000 95,500 ～ 115,500

9 2,200,001～2,300,000 40,000 110,500 ～ 130,500

8 2,100,001～2,200,000 35,000 105,500 ～ 125,500

11 2,400,001～2,500,000 50,000 120,500 ～ 140,500

10 2,300,001～2,400,000 45,000 115,500 ～ 135,500

13 2,600,001～2,700,000 64,000 134,500 ～ 154,500

12 2,500,001～2,600,000 57,000 127,500 ～ 147,500

15 2,800,001～2,900,000 78,000 148,500 ～ 168,500

14 2,700,001～2,800,000 71,000 141,500 ～ 161,500

　※　契約に際し、保証金を　1人30万円別途いただきます。（退去されるときに返却します）

　※　月々の利用料として、次のものを合算しご請求いたします。

　　　①個人負担金（月7,000円前後で3か月ごとに見直します）　②居室の電気料金　　③冬季加算4,870円及び床暖房費が掛かります（11月～３月までの期間）

          ④防災設備管理費800円

（注意）　①「対象収入」は前年の収入から、税金・社会保険料・医療費などの経費を控除した後の収入をいいます。

　　　　　②ご夫婦で入居する場合、夫婦の収入及び必要経費を合算して合計金額の1/2を個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の

　　　　　　夫婦それぞれの事務費については上記表の額から３０％減額した額を本人の事務費徴収額とします。

17 3,000,001以上 92,000 162,500 ～ 182,500

16 2,900,001～3,000,000 85,000 155,500 ～ 175,500


